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福祉系対人援助職養成の現場から 58 

西川 友理 

 

小中高の先生と、大学の先生の違い 

 

初年次教育（入学すぐの 1 年生に向け

た教育）の授業で、こんな話をしました。 

「大学や短大の先生は、小中高の学校で

皆さんが出会ってきた先生と大きく違う

ところが 1 点あります。」 

「？」 

「皆さんは幼稚園教員免許を取得したい

と思って今勉強しているでしょう、それ

は幼稚園の先生になるための資格ですよ

ね。」 

「はい。」 

「小学校、中学校、高校‥‥って、教育

実習生の先生が来てましたよね。教員免

許取るための実習にきた大学生さんね。

‥‥大学で、教育実習生って見たことあ

る？」 

「‥‥あ、ないですね、そういえば。」 

「そう、つまり、大学の先生って、教員

免許いらないの。私持ってないし、〇〇

先生も持ってないし、○○先生も持って

ないし、そもそも大学教員免許ってもの

自体が、ないの。」 

「「「「えー！！」」」」 

…‥‥この話をすると、教室に衝撃が走

ります。 

「あ、いやもちろん、小学校教諭免許と

か中学校教諭免許とか、そういう教職課

程を昔、学生の時に履修して教員免許を

持っている大学の先生はいますよ。そう

いう人は、それぞれの世代で“教える”

専門家。一方で、大学の先生は、それぞ

れに“それぞれの分野を研究している”

専門家。」 

知っている学生は知っているようですが、

知らない学生にとってはショックのよう

で 

「え、そんな教える技術がない人が、教

えないでほしい！」 

と言った学生もいます。 

うむむ。なかなかにキツイ言葉です。そ

うか、ちゃんと免許を持った先生に教え

てもらいたいのか。なるほど‥‥。 

 

先生と「対話」 

 

子どもに関わる人が集まる場所で、対話

についての勉強会がある と聞いて、と

ある会場を訪れました。なぜかたまたま、

小中学校の先生の参加が多い会でした。 

 最後の感想の時に、口々におっしゃい

ます。 

「子どもの思いを受け止めてあげる、っ

て大事ですよね」 

「子どもの頃から、対話のやり方をちゃ

んと教えてあげないといけないですよね」 

「きちんと対話を体験させる授業をした

いと思います」 

…確かに対話って大事だと思います。思

います、が、 

「…子どもを、自分の思い通りにさせよ

うってとこから、まず離れませんか。い

や、対話はいいことだと思うんですよ。
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でも、自分がいいと思ったものを、対話で

あれ何であれ、こどもに押し付ける形になっ

てはいけないと思います。これがいいんだ、

これがベストなんだ！だから自分の話を聴

け！という形になってしまいそうで、対話

でも何でもないと思います。自分が正解、

自分がよいと思ったことが正しい、と、思

い過ぎない方がいい、と思うんです。」 

そこまで言って、周りの人がちょっと白

けてしまったことに気が付きました。 

だって、「～してあげる」「～してあげ

ないといけない」「～させる」、等、子ど

もに対して、大人が「やってあげる」「さ

せる」視点が強い人々が、どうやって相手

と対話出来るんですか…と感じてしまった

のです。 

  

 世の中の「先生」って、そういう人なの

でしょうか。「～してあげる」「～させる」

という考え方の人が、多いのでしょうか。 

 

先生と子どもの権利条約 

 

2022 年 3 月に公益財団法人セーブ・

ザ・チルドレン・ジャパンが、全国の小・

中・高・高専・特別支援学校・外国人学校

の教員 468 人を対象に、子どもの権利条

約について調査をしました。 

この調査によると、「子どもの権利を知っ

ていますか？」という問いに対して「内容

までよく知っている」と回答したのは

21.6％に対し、「名前だけ知っている」

24.4％、「全く知らない」が 5.6％、となっ

ています（図１）。つまり、わが国の教育

現場では「子どもの権利」をよく知らない

人より、知っている人の方が少数派、とい

うことになります。 

 

（図１） 
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（図２） 

 

さらには、子どもの権利としてふさわ

しい内容を選ぶという設問については、

回答者のうち約 4 割が子どもの遊ぶ・休

む権利を選択せず、意見表明権について

は 3 割強が選択せず、「子どもはどんな

場所においても暴力から守られる」とい

う項目については約 2割が選択していま

せんでした。逆に、「子どもは義務や責

任を果たすことで権利を行使できる」を

約 3 割が選択、「いかなる場合も大人が

子どもに代わって決めるように推奨され

る」を 2 割が選択していました。（図２） 

 

ある学生はこのデータを見て、こうい

いました。 

「100 歩譲って、1000 歩譲って、権利

条約知らんでもさ、教員免許取るのに、

日本国憲法の授業は必修なんでしょ（注：

教職課程では“日本国憲法”という科目

は必修科目になっています）。なんで憲

法に認められてることにすら×をつけて

る先生がおるの。憲法にそれは違う、と

書いてあることを選択している先生がお

るの。なんで、せめて“あらゆる暴力か

ら守られる”の項目だけでも選択率

100%と違うの。約 2 割が選んでないっ

てどういうことなの。」 

 

教職課程と子どもの権利条約 

 

この結果について、私も信じられない

ような思いで読みました。 

保育士・幼稚園教諭をめざす学生の養

成教育をしていますが、私が担当してい

るのは保育士の分野の科目であり、教育

に関してはほとんど知りません。そこで

知り合いの、高校の先生に伺いました。 

「教員になるための勉強の中で、子ども

の権利条約について取り上げることって

あるんですか？」 
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「子どもの権利条約？‥‥うーん、そん

なこと教えるっていう事は聞いたことな

いなぁ。教員養成課程の中にはなかった

んじゃないかな…。」 

「教員同士の会話で、子どもの権利条約

の話とかはしないですか？」 

「あんまり聞かないねぇ‥‥。」 

 

そこで、教職課程コアカリキュラムを

確認してみました。教職課程コアカリキュ

ラムとは、文部科学省が提示している「全

国の大学の教職課程で共通的に修得すべ

き資質能力」とされ、各科目で身に着け

るべき最低限の学習内容が示されている

ものです。 

ネット上にあがっているコアカリキュ

ラム一覧に「子どもの権利」という言葉

がないか検索をかけました。一件もヒッ

トしませんでした。「権利」「子どもの

権利条約」「児童の権利に関する条約（子

どもの権利条約の正式名称）」等で検索

しました。いずれも、全くヒットしませ

んでした。 

教職課程の最低限教えねばならない科

目の中には「子どもの権利」という概念

はない、ということをしっかりとわかっ

てしまいました。 

 曲がりなりにも過去に児童養護施設に

勤め、現在保育者の養成をしている身と

して。児童福祉になじんできた者として

は、これはなかなかのショックでした。 

「一日の中で、子どもと関わる時間がと

ても長い教員が、子どもの権利条約を知

らないなんて…！」 

 

幼児教育の分野ではどうか？ 

 

でも、ハッと気づきました。小中高は

ともかく、幼稚園は？ 

幼稚園教諭の養成の場ではどうなんだ

ろうか。保育士と両方の免許を持ってい

る人もいるくらいです、幼児教育につい

ては、何か全然違うアプローチで、知っ

ているかもしれない。 

一縷の望みをかけて、保育士の資格は

持っていないけれど、幼稚園教諭の免許

を持っている友人に聞きました。 

「幼稚園教諭になる勉強の中で、子ども

の権利条約について勉強することってあ

る？」 

「うーん…」 

と考え込むその友人。 

「ないと思う、けど‥‥」 

続く言葉に、私は衝撃を受けました。 

「子どもの権利条約を知ってるか知らな

いか、ってどうでもよくない？ だって、

子どもの権利条約の内容って、私に言わ

せたら、当たり前のことやもん。」 

 

「知っている」とは 

何を知っていることなのか。 

 

（あ、そうか。） 

いつのまにか「権利条約を知っている

か否か」で目の前の人をふるいにかけて

いた自分に気付きました。 

子どもの権利条約を知らないにもかか

わらず、子どもの権利が大切だと思って
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いる先生方はたくさんいるのです。本当

に大切なことは、権利条約の内容を知っ

てるか知らないか、ではなくて、子ども

を一人の人として尊重しているかどうか

ということです。まさにこの目の前にい

る方は、子どもの権利を大切にしている、

すてきな幼稚園教諭です。 

 冒頭に紹介した学生が、私が教員免許

を持っていないと聞いて、「そんな人に

教えてほしくない！」と反射的に言った

ように、「子どもの権利条約を知らない

人に、子どもに関わってほしくない！」

と反射的に感じてしまっていました。 

いや、むしろ子どもを大切にしたい、

大事にしたいという人が、子どもの権利

条約を知らないまま、どのように教育現

場で闘ってこられたのでしょうか。その

ことに私は、とても興味があります。実

際に子どもを大切にしている先生は、結

構沢山、いらっしゃるのです。そんな人

は何を背骨として、何を軸として、何を

芯として、子どもを尊重するそのスタイ

ルを作り上げていったのでしょうか。 

 

自分を振り返ってみれば 

 

考えて見れば、私自身、「知らないこ

と」はたくさんあります。というか、世

の中の大半のことは知らないことです。

さらに言えば、保育者養成教員をしてい

ますが、教職課程を出ていませんので、

教育についてほとんど知りません。曲が

りなりにも教育に携わっているのに、で

す。 

 それぞれに、知らないことがあって当

たり前なはず。解らないならわからない

なりに、お互い聴き合いをすること。ま

さに対話していくことが大切です。 

 

「教えないでほしい！」といった 

学生に対して 

 

この文章の冒頭に挙げた「教えないで

ほしい！」といった学生に対して私は言

いました。 

「うん、だからね、教える専門家がいな

いってことは、大学は“教わる場じゃな

い”ってことなんです。」 

そう言って話を続けます。 

「もちろん知識や情報はあるし、それは

伝えられますよ。専門職養成課程の科目

については、養成するために必要なこと

は、伝えられるようにしています。伝わ

るように、勉強できるように、先生はそ

れぞれに工夫して講義の用意を一生懸命

している。でも、大学の先生は基本的に

「こういうことが世界にはあって、それ

についてこう考えてるんだよね。でさ、

あなたどう思う？」という人。大学って、

そういう環境……つまり、知識や情報や

知りたいことのネタがいっぱいある環境

の中で、学生であるあなたが、自分で探

求していくところなんだろうなぁ、と思

います。だから大学の先生っていうのは、

その道の知識や情報や、それについての

考えやなんらかの経験を持っている人で、

一緒に考える人、くらいに思うといいと

思うなぁ。」 
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「なるほど‥‥よく大学は“自分で勉強

するところ”って言われるけど、そうい

うことかぁ。」 

と、うなづく学生たち。 

「だからね、私、教える仕事はしている

けれど、世に言う“先生”っていうのが

何をする人か、“教育”ってなにするこ

とか、イマイチわかってない気がするん

です。教えるための専門教育は受けてき

ていないけど、でもいつの間にか、“教

える”“伝える”の自分なりのスタイル

は作り上げてきたみたい。ですから、もっ

とこうした方がいい、とか、こんなふう

にしてほしい、と、意見があったら、ど

うぞ言ってください。そうやって、授業

内容はもちろん、講義のあり方について

も一緒に色々考えていけたらなぁと思い

ます。」 

 

「子どもの権利条約」が 

教育現場に入ってきた！ 

 

教育現場における子どもの権利条約に

ついて調べている中で、面白い情報を得

ました。 

どうやら学校現場には『生徒指導提要』

という、小学校から高校までの、生徒指

導の理論と方法をまとめたもので、生徒

指導に関する学校・教職員向けの基本書

と位置付けられています。これが 2022

年に改訂された際に、初めて「子どもの

権利」について記載されたというのです。

ネット上にデータがあるので、私も読ん

でみました。 

全体が 140 ページほどある提要の中

で、子どもの権利を中心的に扱っている

のは、ほんの数ページ。子どもの権利が

大切だという事を考えている人にとって

見れば、本当にほんの少ししか記載され

ていません。でも、これが小さな第一歩

です。 

 

2022 年 6 月、こども基本法が成立し

ました。これは、子どもの権利条約、正

式名称「児童の権利に関する条約」の国

内法です。この国においては、福祉にも、

教育にも、司法にも、その他どんな分野

においても「子ども」について考える時

には必ず関わる法律として位置づけられ

ました。（図３） 

子どもの権利という言葉が、これから

教育現場にどのように広がっていくのか、

ぜひ注目したいですし、なにより、現場

の先生方と一緒に考えていきたい、わか

らないことをお互い聞き合っていきたい、

と思います。 
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（図３） 

 

 

 

引用・参考文献： 

〇公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・

ジャパン  

「学校生活と子どもの権利に関する教員

向けアンケート調査」2022 年 3 月 

https://www.savechildren.or.jp/scj

cms/dat/img/blog/3897/165025

2581609.pdf 

 

〇文部科学省「生徒指導提要」 

https://www.mext.go.jp/content/2

0230220-mxt_jidou01-

000024699-201-1.pdf 

〇日本財団「こども基本法について」 

https://kodomokihonhou.jp/about/ 

  

 


